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現
在
ご
使
用
い
た
だ
い
て
い
る

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
有

効
期
限
は
、
9
月
30
日
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
9
月

下
旬
に
、
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま

す
の
で
受
領
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
加
入
者
全
員
分
の
被
保
険
者
証

が
あ
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
の
記

載
に
誤
り
が
な
い
か
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　

古
い
被
保
険
者
証
は
世
帯
主
が

責
任
を
持
っ
て
確
実
に
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。
返
却
は
不
要
で
す
。

❶
学
生
用
の
被
保
険
者
証
を
持
ち
、

学
校
を
辞
め
た
り
変
わ
っ
た
り
し

た
人
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
と

印
鑑（
学
校
が
変
わ
っ
た
人
は
在
学

証
明
書
）を
持
参
し
、
最
寄
り
の
総

合
支
所
市
民
課
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

❷
社
会
保
険
に
加
入
・
離
脱
す
る

な
ど
の
異
動
が
あ
っ
た
人
は
、
速

や
か
に
最
寄
り
の
総
合
支
所
市
民

課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
に
は
、
社
会
保
険
に
加
入
、

ま
た
は
離
脱
し
た
こ
と
が
分
か
る

書
類
と
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

※
注
意　

申
請
・
手
続
き
を
す
る

際
は
届
出
者
の
本
人
確
認
を
行
い

ま
す
の
で
、
免
許
証
な
ど
も
申
請

窓
口
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

市
民
生
活
部
国
保

年
金
課（
保
険
給
付
係
）
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